
１．産業廃棄物

（注）石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を記載してください。

　　例：がれき類（石綿含有）、混合物（水銀使用製品）、汚泥（水銀含有）

２．特別管理産業廃棄物

ゴムくず

金属くず

動物系固形不要物

混合物

廃アルカリ

燃えがら

汚泥

がれき類

家畜のふん尿

木くず

繊維くず

動・植物性残さ

廃プラスチック類

紙くず 鉱さい

廃油

廃酸

特定有害廃水銀等

ガラス・陶磁器くず

家畜の死体

ばいじん

13号廃棄物

第13号特定有害廃棄物

引火性廃油

特定有害廃油（廃油(有害)、引火性廃油(有害)）

腐食性廃酸（強酸）

特定有害廃酸（廃酸(有害)、強酸(有害)）

腐食性廃アルカリ

特定有害廃アルカリ（廃アルカリ(有害)、強アルカリ(有害)）

特別管理産業廃棄物の混合物

廃棄物の種類等一覧表

感染性廃棄物

PCB汚染物等（PCB等）

廃石綿等（特定有害廃石綿等）

指定下水汚泥

特定有害鉱さい（鉱さい(有害)）

特定有害燃えがら（燃えがら(有害)）

特定有害汚泥（汚泥(有害)）

特定有害ばいじん


